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“税務の職場”
何でも110番
zenkokuzei@aol.com

全
国
税
は
、
職
場
で
起
こ
っ
た

問
題
を
解
決
す
る
た
め
「
税
務

の
職
場
、
何
で
も
一
一
○
番
」

を
常
時
設
置
し
て
い
ま
す
（
電

話
と
Ｆ
Ａ
Ｘ
は
上
記
の
番
号
ま

で
ど
う
ぞ
）。

◇ 全国税ホームページ ◇
http://www.kokko-net.org/zenkokuzei
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8
月
　
日
、
S

15

E
A
L
D
s

（
シ
ー
ル
ズ
＝

自
由
と
民
主
主

義
の
た
め
の
学

生
緊
急
行
動
）

が
解
散
し
た
▼
立
憲
主
義
を

蔑
ろ
に
す
る
安
倍
政
治
と
決

別
し
、
個
人
の
自
由
と
権
利

を
尊
重
す
る
立
憲
主
義
に
基

づ
く
政
治
を
求
め
て
昨
年
5

月
3
日
に
結
成
。
安
保
関
連

法
（
＝
戦
争
法
）
制
定
反
対

運
動
の
中
心
と
な
り
、
参
院

選
で
は
　
の
一
人
区
で
野
党

32

統
一
候
補
の
実
現
に
尽
力
。

　
選
挙
区
で
の
当
選
の
原
動

11力
に
な
っ
た
▼
「
民
主
主

義
っ
て
何
だ
？
こ
れ
だ
！
」

の
掛
け
合
い
や
、
若
者
が
自

身
の
言
葉
で
思
い
を
表
現
す

る
そ
の
ス
タ
イ
ル
は
、
政
治

が
市
民
一
人
ひ
と
り
の
も
の

で
あ
り
、
そ
の
一
人
ひ
と
り

は
無
力
で
な
い
こ
と
を
改
め

て
気
づ
か
せ
て
く
れ
た
▼

「
市
民
が
立
ち
上
げ
る
政
治

は
よ
う
や
く
始
ま
っ
た
ば
か

り
で
す
」（
解
散
声
明
）。
民

主
主
義
は
止
ま
ら
な
い
。

〈
出
題
〉九
段
　
西
村
　
一
義

中
級
ク
ラ
ス

〈
ヒ
ン
ト
〉飛
車
の
守
り
に
注

意
す
る
。

（
　
分
で
二
段
）

10

　　　　　 生活改善ほど遠い 月例給0.17％
 一時金0.1ヵ月

3
年
連
続
の
プ
ラ
ス
勧
告

行
㈠
初
任
給
に
1
、5
0
0
円

人事院勧告　
人
事
院
は
8
月
8
日
、
政
府
と
国
会
に
対
し
て
、
国
家
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る

勧
告
及
び
職
員
の
両
立
支
援
制
度
に
か
か
る
勤
務
時
間
の
改
定
に
関
す
る
勧
告
、

意
見
の
申
出
な
ら
び
に
そ
れ
ら
に
関
連
す
る
報
告
を
行
い
ま
し
た
。

　
官
民
較
差
は
、
昨
年
を
下
回
っ
た
も
の
の
、
月
例
給
、
一
時
金
と
も
に
３
年
連
続

で
プ
ラ
ス
と
な
り
、
俸
給
表
の
水
準
は
７
０
８
円
（
０
・
　
％
）
の
改
善
、
一
時
金

17

０
・
１
月
分
の
改
善
を
勧
告
し
ま
し
た
。

　
両
立
支
援
制
度
に
つ
い
て
、
育
児
・
介
護
休
業
法
等
を
改
正
す
る
法
律
が
２
０
１
 

６
 年
３
 月
に
成
立
し
、
２
０
１
７
年
１
月
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
を
受
け
て
、
介

護
休
暇
の
分
割
取
得
を
可
能
に
す
る
こ
と
や
、
介
護
の
た
め
に
勤
務
時
間
の
一
部

を
勤
務
し
な
い
よ
う
に
で
き
る
措
置
等
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

物
価
上
昇
に
 

　
　
　
追
い
つ
か
ず

　
人
事
院
は
、
月
例
給
に
つ

い
て
7
0
8
円
、
0
・
　
％
17

（
昨
年
1
，4
6
9
円
、
0
・

　
％
）
の
官
民
較
差
が
生
じ

36て
い
る
と
し
て
、
極
め
て
少

額
で
す
が
3
年
連
続
で
給
与

改
善
を
勧
告
し
ま
し
た
。

　
2
0
1
5
年
度
の
消
費
者

物
価
指
数
は
対
前
年
比
で

0
・
8
％
上
昇
し
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
0
・
　
％
の
改

17

善
で
は
、
5
年
連
続
で
実
質

賃
金
の
低
下
と
な
り
ま
す
。

　
較
差
の
配
分
は
、
俸
給
表

の
改
善
に
4
4
8
円
、
本
府

省
業
務
調
整
手
当
に
2
0
6

円
、
俸
給
表
改
定
に
よ
る
地

域
手
当
や
期
末
勤
勉
手
当
等

へ
の
は
ね
返
り
分
に
　
円
を

54

あ
て
る
と
し
て
い
ま
す
。

　
俸
給
表
の
改
善
で
は
、
初

任
給
を
1
，5
0
0
円
引
き

上
げ
る
と
と
も
に
、
若
年
層

も
同
程
度
の
改
定
を
行
う
な

ど
、
昨
年
同
様
、
初
任
給
と

若
年
層
に
重
点
を
置
い
た
改

定
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ

以
外
の
号
俸
に
つ
い
て
も
す

べ
て
引
き
上
げ
、
高
位
号
俸

に
つ
い
て
は
、
4
0
0
円
の

引
き
上
げ
と
な
っ
て
い
ま

す
。
　「
給
与
制
度
の
総
合
的
見

直
し
」
に
よ
り
、
現
在
も
多

く
の
中
高
年
層
は
現
給
保
障

額
を
受
け
続
け
て
い
ま
す
。

わ
ず
か
4
0
0
円
の
引
き
上

げ
で
は
、
昨
年
と
同
様
に
実

質
的
な
賃
上
げ
に
つ
な
が
り

ま
せ
ん
。

　
来
年
度
末
に
は
経
過
措
置

が
終
了
す
る
こ
と
か
ら
、
そ

れ
ま
で
の
間
に
現
給
保
障
額

を
突
破
し
な
け
れ
ば
、
賃
下

げ
と
な
る
職
員
が
出
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
現
給
保
障
額

一
時
金
改
善
部
分
は
 

　
　
　
勤
勉
手
当
に

　
一
時
金
は
、
公
務
の
年
間

支
給
月
数
（
4
・
　
月
）
が

20

民
間
を
0
・
　
月
下
回
っ
て

12

い
る
と
し
て
、
0
・
　
月
引

10

き
上
げ
て
4
・
　
月
と
し
て

30

い
ま
す
。
一
時
金
も
3
年
連

続
（
昨
年
0
・
1
月
、
一
昨

年
0
・
　
月
）
で
の
引
き
上

15

げ
と
な
り
ま
し
た
。

　
引
き
上
げ
分
は
す
べ
て
勤

勉
手
当
に
配
分
す
る
と
し
、

本
年
度
は
　
月
期
（
0
・
　

12

80

月↑

0
・
　
月
）に
あ
て
、
来

90

年
度
以
降
は
6
月
期
と
　
月
12

期
に
そ
れ
ぞ
れ
0
・
　
月
ず

05

つ
あ
て
る
と
し
て
い
ま
す

（
6
月
期
、　
月
期
と
も
に

12

0
・
　
月↑

0
・
　
月
）。

80

85

　
人
事
院
は
、
引
き
上
げ
の

す
べ
て
を
勤
勉
手
当
に
あ
て

る
理
由
を
「
民
間
の
支
給
状

況
を
踏
ま
え
、
勤
務
実
績
に

応
じ
た
給
与
を
推
進
す
る
た

め
」
と
し
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
現
行
の
人
事
評
価
制
度

　「
税
務
水
準
差
」を
分
か
り

易
く
説
明
す
る
と
、
他
の
行

政
職
と
税
務
の
職
場
と
比
較

し
た
場
合
、
専
門
性
・
困
難

性
に
配
慮
し
、
税
務
職
俸
給

表
が
独
自
に
作
ら
れ
て
い
ま

す
。
　
全
国
税
は
、
人
事
院
や
当

局
に
対
し
、
税
務
水
準
差
は

「
税
務
職
の
評
価
に
か
か
わ

る
重
要
な
問
題
」
と
し
て
、

引
上
げ
を
要
求
し
て
き
ま
し

水
準
差
率
は
微
増

の
範
囲
の
中
で
の
改
定
に
は

原
資
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

中
高
年
層
に
全
く
配
慮
を
欠

い
た
勧
告
で
あ
り
、
重
大
な

問
題
で
す
。

た
。
過
去
最
大
　
％
あ
っ
た

25

水
準
差
は
、　
％
を
切
っ
て

10

久
し
く
な
り
ま
す
が
、
今
年

は
水
準
差
率
の
高
い
俸
給
表

1
級
在
職
人
員
の
増
加
も
あ

り
、
0
・
　
ポ
イ
ン
ト
の
水

14

準
差
率
拡
大
と
な
り
ま
し

た
。
闘
っ
て
き
た
成
果
が
、

人
事
院
に
歯
止
め
を
か
け
率

拡
大
を
獲
得
し
ま
し
た
。
今

後
も
引
き
上
げ
を
求
め
て
闘

い
を
継
続
し
ま
す
。

　
改
善
勧
告
に
関
す
る

 　
　
　
　
　
実
施
時
期

　
俸
給
表
の
改
善
と
と
も

に
、「
給
与
制
度
の
総
合
的

見
直
し
」
に
基
づ
く
本
府
省

業
務
手
当
引
き
上
げ
の
一
部

を
、
本
年
4
月
か
ら
実
施
す

る
と
し
て
い
ま
す
。

　
配
分
に
か
か
わ
っ
て
は
、

昨
年
の
勧
告
と
同
様
に
、
官

民
較
差
に
基
づ
く
改
善
原
資

が
「
給
与
制
度
の
総
合
的
見

直
し
」
の
推
進
に
あ
て
ら
れ

た
こ
と
は
納
得
で
き
ま
せ

ん
。
ま
た
、
住
居
手
当
へ
の

配
分
で
改
善
を
求
め
て
き
ま

し
た
が
、「
公
務
員
宿
舎
の

削
減
等
に
よ
る
受
給
関
係
の

変
化
が
続
い
て
い
る
」
な
ど

と
し
、
改
定
を
行
い
ま
せ
ん

で
し
た
。

　
し
か
し
、
わ
ず
か
と
は
い

え
、
高
齢
者
層
を
含
む
す
べ

て
の
号
俸
で
俸
給
を
引
き
上

げ
さ
せ
た
こ
と
は
、
退
職
手

当
へ
の
反
映
も
あ
り
、
不
十

分
な
が
ら
私
た
ち
の
取
り
組

み
の
成
果
で
す
。

に
は
ま
だ
ま
だ
不
十
分
な
点

が
多
く
、
公
正
な
評
価
と

な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
も
検

証
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の

ま
ま
人
事
評
価
結
果
を
直
接

勤
勉
手
当
に
反
映
す
る
こ
と

に
は
問
題
が
あ
り
ま
す
。

中央行動参加の桂山東北地連委員長
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Ｄ
（
？
期
）　
こ
れ
で
、
自
分

な
ん
か
現
職
時
代
に
は
軽
減

税
率
経
験
せ
ん
で
も
よ
く

な
っ
た
わ
。

Ｅ
　
自
分
な
ん
か
、
無
申
告

と
か
こ
の
時
期
ま
で
出
さ
な

い
も
ん
ね
ぇ
。

Ｆ
　
決
裁
の
「
と
お
り
」
が

違
う
の
？

指
定
官
職
退
職
者
を
除
け
ば

７
割
が
再
任
用
（
普
　
期
･

34

専
８
期
年
齢
相
当
）

【
東
海
・
再
任
ニ
ュ
ー
ス
】

　
今
年
７
月
の
普
　
期
・
専

34

８
期
相
当
年
齢
の
勤
務
延
長

職
場
の
声

【
岐
阜
支
部
紙
・
ぎ
ふ
】

　
我
々
の
扱
う
、
消
費
税

率
の
引
き
上
げ
再
延
期
が

発
表
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ

に
し
て
も
、
そ
の
枕
詞
に

「
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
前

に
似
て
い
る
」
な
ど
サ

ミ
ッ
ト
に
参
加
し
て
い
る

米
国
に
対
し
て
も
失
礼
な

話
。「
消
費
税
増
税
延
期

の
口
実
つ
く
り
と
い
う
内

政
上
の
都
合
に
よ
る
も

の
」
と
好
意
的
に
受
け
止

め
て
ち
ょ
う
だ
ゃ
ぁ
。
て

議
長
国
特
権
で
根
回
し
し

て
の
発
言
だ
と
思
う
が

…
…
昔
な
ら
不
快
感
を
示

さ
れ
て
も
し
よ
う
が
な
い

と
こ
ろ
。
そ
れ
に
し
て

も
、
そ
の
た
め
の
準
備
や

ら
研
修
は
ど
う
な
る
の
、

と
言
い
た
く
な
る
話
。

　
さ
て
、
職
場
は
、
定
期

異
動
前
の
事
務
で
大
忙
し

で
す
。
そ
ん
な
時
期
で
の

職
場
の
声
を
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

Ａ
　
今
年
の
内
示
は
７
月

１
日
（
金
曜
日
）
に
な
る

そ
う
だ
。

B
　
　
日
が
日
曜
日
だ
か

10

ら
、
発
令
は
　
日
で
す
よ

11

ね
え
。
再
来
年
か
ら
も
内

示
が
早
く
な
る
の
か

な
ぁ
。

Ａ
　
単
に
土
日
の
関
係
ら

し
い
。
残
念
！

Ｃ
　
せ
っ
か
く
軽
減
税
率

や
ら
研
修
し
た
の
に
、
消

費
税
率
の
引
き
上
げ
再
延

期
で
、　
ヵ
月
の
間
に
研

30

修
し
た
こ
と
忘
れ
て
し
ま

う
わ
。

退
職
者
総
数
は
1
5
8
人
。

内
訳
は
指
定
官
職
ポ
ス
ト
　49

人
・
特
官
統
括
官
等
６
扱
ポ

ス
ト
　
人
・
上
席
等
　
人
で

57

52

す
。
内
　
人
が
新
再
任
用
者

75

と
し
て
引
き
続
き
勤
務
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
再
任

用
者
割
合
は
　
・
４
％
で
す

47

が
指
定
官
職
退
職
者
の
再
任

用
者
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ

ん
。
な
お
、
８
月
及
び
９
月

か
ら
の
再
任
用
者
も
い
る
た

め
再
任
用
者
割
合
は
も
う
少

し
増
加
し
ま
す
。

再
任
用
者
急
増
の
原
因
は

　
年
金
制
度
の
改
悪
に
つ
き

ま
す
。
普
　
期
・
専
８
期

34

は
定
年
退
職
し
て
も
報
酬

比
例
部
分
の
年
金
は
最
大

２
年
間
無
支
給
で
あ
り
何

か
収
入
を
得
な
い
と
生
活

が
困
難
の
た
め
今
ま
で
極

め
て
少
な
か
っ
た
フ
ル
タ

イ
ム
勤
務
の
再
任
用
者
が

急
増
し
て
い
ま
す
。
今
後

普
通
科
　
期
・
専
　
期
相

40

14

当
年
齢
以
降
は
退
職
後
の

年
金
（
報
酬
比
例
部
分
・

基
礎
年
金
部
分
等
）
支
給

開
始
年
齢
は
満
　
歳
か
ら

65

で
再
任
用
者
は
必
ず
増
加

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ち
な
み
に
、
来
年
３
月
　31

日
ま
で
再
任
用
す
る
普
　30

期
・
専
４
期
相
当
者
数
は

　
人
で
今
年
の
再
任
用
者

26の
１
／
３
ほ
ど
で
す
。
再

任
用
者
は
扶
養
手
当
や
昇

給
等
が
無
い
中
で
、
配
転

や
仕
事
は
現
役
と
同
列
扱

い
さ
れ
健
康
問
題
も
含
め

労
働
条
件
は
年
々
厳
し
く

な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　
人
事
院
は
、
今
回

の
給
与
勧
告
に
合

減
額
は
受
給
者
へ
の
影
響
を

で
き
る
だ
け
少
な
く
す
る
観

点
か
ら
経
過
措
置
が
設
け
ら

れ
ま
す
が
、
こ
の
改
悪
に

よ
っ
て
少
な
く
と
も
7
7
，

0
0
0
人
、
扶
養
手
当
受
給

者
の
半
数
を
超
え
る
職
員
が

労
働
条
件
の
引
き
下
げ
と

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
生
活
関
連
手
当
の

改
悪
を
公
務
か
ら
先
行
さ

せ
、
民
間
へ
と
波
及
さ
せ
て

い
き
た
い
政
府
・
財
界
に
追

従
・
迎
合
し
よ
う
と
、
人
事

院
は
「
国
家
公
務
員
の
配
偶

者
に
係
る
扶
養
手
当
に
つ
い

て
、
必
要
な
見
直
し
を
検
討

し
て
い
く
」と
し
て
い
ま
す
。

　
今
勧
告
の
最
大
の
焦
点
と

な
っ
て
い
た
扶
養
手
当
の

『
見
直
し
』
に
つ
い
て
は
、
配

偶
者
に
か
か
る
手
当
を
他
の

扶
養
親
族
よ
り
特
別
に
高
い

手
当
額
の
設
定
を
見
直
し
、

現
行
の
1
3
，
0
0
0
円
か

ら
6
，
5
0
0
円
に
減
額
す

る
こ
と
、
そ
の
原
資
を
用
い

て
子
に
か
か
る
手
当
を
現
行

の
6
，
5
0
0
円
か
ら
1

0
，
0
0
0
円
と
す
る
こ

と
、
配
偶
者
が
な
い
場
合
の

一
人
目
の
扶
養
親
族
に
か
か

る
手
当
額
の
特
例
は
廃
止
す

る
こ
と
な
ど
と
な
っ
て
い
ま

す
。
　
配
偶
者
に
か
か
る
手
当
の

非
常
勤
職
員
実
質
ゼ
ロ

回
答
、
初
任
給
引
き
上

げ
分
の
反
映
を

　
今
回
の
勧
告
で
は
初
任
給

が
1
，
5
0
0
円
改
定
さ
れ

ま
す
。
非
常
勤
職
員
の
給
与

に
つ
い
て
も
、
各
級
初
号
俸

を
基
礎
に
決
定
す
る
と
い
う

人
事
院
の
2
0
0
8
年
「
指

針
」
を
踏
ま
え
て
改
定
さ
せ

る
た
め
に
は
、
各
省
に
予
算

を
確
保
さ
せ
る
こ
と
が
重
要

と
な
り
ま
す
。

　
常
勤
職
員
と
の
均
等
待
遇

と
雇
用
の
安
定
を
実
現
す
る

た
め
、
引
き
続
き
人
事
院
に

対
し
て
職
場
か
ら
強
く
要
求

し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で

す
。

再
任
用
職
員
俸
給
改
定

わ
ず
か
・
勤
勉
手
当
へ
の

評
価
反
映
導
入

わ
せ
て
、「
国
家
公

務
員
の
育
児
休
業
等

に
関
す
る
法
律
」
の

改
正
に
つ
い
て
の
意

見
の
申
出
と
「
一
般

職
の
職
員
の
勤
務
時

間
、
休
暇
等
に
関
す

一
方
的
に
扶
養
手
当
の
改
悪
強
行

　
再
任
用
職
員
の
俸
給
改
定

は
、
一
律
4
0
0
円
増
に
と

ど
ま
り
、
住
居
手
当
、
扶
養

手
当
、
寒
冷
地
手
当
な
ど
の

生
活
関
連
手
当
の
改
善
は
な

く
、
生
活
改
善
に
は
程
遠
い

も
の
で
す
。

　
一
時
金
の
引
き
上
げ
は

0
・
　
月
分
で
、
す
べ
て
勤

05

勉
手
当
に
配
分
す
る
と
し
、

本
年
度
は
　
月
期
（
0
・
3

12

7
5
月
→
0
・
4
2
5
月
）

に
あ
て
、
来
年
度
以
降
は
6

月
期
と
　
月
期
に
0
・
0
2

12

5
月
分
ず
つ
あ
て
て
各
0
・

4
月
に
す
る
と
し
て
い
ま

す
。
　
さ
ら
に
、
再
任
用
職
員
数

の
増
加
や
在
職
期
間
の
長
期

化
を
踏
ま
え
、
勤
務
実
績
を

支
給
額
に
よ
り
反
映
す
る
と

し
て
、
本
年
の
勤
勉
手
当
の

支
給
月
数
の
引
き
上

げ
分
の
一
部
を
用
い

て
、「
優
秀
」
適
用
者

の
成
績
率
を
「
良
好

（
標
準
）」
適
用
者
の

成
績
率
よ
り
も
一
定

程
度
高
い
も
の
と
な

る
よ
う
設
定
す
る
と

し
て
い
ま
す
。

　
抜
本
的
賃
金
改
善

を
図
ら
ず
、
人
事
評

価
の
結
果
を
拡
大
し

て
持
ち
込
む
の
は
問

両
立
支
援
制
度

の

意

見

の

申

出
・
勧
告

介
護
休
暇
・
育

児
休
業
な
ど
の

拡
充
・
見
直
し

題
で
す
。

る
法
律
」
の
改
正
に

つ
い
て
の
勧
告
を
行

い
ま
し
た
。

　
一
定
の
改
善
が
図

ら
れ
ま
し
た
が
、
必

要
な
人
が
必
要
な
時

に
気
兼
ね
な
く
制
度

を
利
用
で
き
る
よ

う
、
さ
ら
な
る
両
立

支
援
制
度
の
拡
充
と

制
度
が
活
用
で
き
る

代
替
要
員
の
確
保
な

ど
増
員
を
含
む
職
場

環
境
の
整
備
が
必
要

で
す
。

第55回「山の集い」が延べ19名の参加で8月8日から10日の日程で開催さ

れました。長蔵小屋前にて一同（尾瀬沼）


